






要約:新生児スクリーニングの実施主体である自治体で、追跡調査システムが整備されて

いると回答があったのは 48 自治体中 10 自治体(20.8%)であり、システムはないが一応追

跡調査情報が得られていると回答した5自治体を加えても 1/3 に過ぎない。システムや組

織がない理由として、38 自治体中 20 自治体は厚生省からの通知がなく予算化が難しいと

答えており、12 自治体は対象数が少なすぎてシステムや組織を造るのは経済的に効果が

低いためと回答している。しかし、システムがない 38 自治体中 37 自治体でもシステムと

組織が必要と回答しており、36 自治体は厚生省からの通知により可能になるとしている

ことから、追跡調査に関する厚生省の通知により全自治体での追跡調査システムの構築が

可能になると考えられる。また、この追跡調査の組織担当部門としては、自治体の母子保

健主管課が 17(35.4%)、検査機関 10(20.8%)、両者の組合わせが 9(18.9%)とこれらで 75%

を占めた。精査機関およびこれと検査機関や行政との組合わせは各 1自治体、委員会方式

は 3自治体、その他は検討中やわからないであった。これより行政の母子保健主管課が中

心となって実施したいと考えていることがうかがえるが、この理由としては個人情報の保

護上、公的機関が行うべきであることと関連していると考えられた。ー方、追跡調査シス

テム確立後得られた情報の提供に関しては、各自治体の個人情報保護条例によりかなり制

限されるが 45 自治体が可能であるとしていることから、追跡調査に必要な最低限の情報

と自治体が提供しうる最大限の情報をまとめて全国レベルでの追跡調査システムを検討し

なけれげならないと考える。


